
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所基準変更のお知らせ 

～ 原則、要介護３以上に ～ 

 

              介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

            桜町聖ヨハネホーム   

 

介護保険法の改正に伴い、平成27年４月１日以降に新たに介護老人福祉

施設（特別養護老人ホーム）に入所できる方は、原則、要介護３以上の方

に限定されました。  

ただし、要介護１又は２の方でも、やむを得ない事由で、居宅において 

日常生活を営むことが困難である場合には、特例的に入所が認められま

す。 

当ホームでは、小金井市での入所に関する指針を小金井市と協働で作成

し、下記の「特例入所の要件」に該当する場合には、特例的に入所が認め

られることになりましたので、お知らせいたします。 

入所申込に際しては、「特例入所の要件」を確認させていただくことに

なりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

【要介護１又は２の方の特例入所の要件】  

１ 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動

や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。  

２ 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症

状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。 

３ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の

確保が困難な状態であること。 

４ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等に

よる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供

給が不十分であること。 

 


